
学校体育館使用料の改定について（お知らせ）

　嬉野市内小中学校体育館の使用料が平成31年4月利用分から消費税相当額

を加算した金額に変更となります。ただし10円未満の端数は切り捨てます。
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　令和元年10月1日から消費税法の改正により10％加算の額となります。
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《お問い合わせ》 

嬉野市教育委員会 教育総務課 
  電話 0954-66-9124 

http://www.u-genki.jp/assets_c/2015/07/yutturakunodoru-19933.php

